
日
本
中
世

の
桑
と
養
蚕

網

野

善

彦

は
じ
め

に

日本中世の桑と養蚕

日
本

列
島

に
お
け

る
養

蚕

の
歴
史

は
き

わ

め

て
古

く
、
考

古

学

の
発

掘

に
よ

っ
て
も
、

『
魏
志

東

夷
伝
』

倭

人
条

な

ど

に
よ

っ
て
も
、

　
ヱ
　

お
そ

く
と
も
弥

生
時

代

に
遡

る

こ
と

は
周
知

の
通

り

で
あ

る
。

　
ユ

　

し

か
し

こ
れ
ま

で
は

『
延
喜
式

』

ま

で

の
古
代

と
、
近

世
以

降

に

つ
い

て

の
研

究

は

一
応
蓄

積

さ
れ

て
い
る
と

は

い
え
、
古

代
後

期

か

ら
中

世

に
お
け

る
桑

と
養

蚕

、
糸

・
綿

・
絹

に

つ
い
て

の
研
究

は
き

わ

め

て
僅

か
と

い

っ
て
も

決

し

て
過

言

で
は
な

い
状
況

に
あ

る
と
思

　
ヨ
　

わ

れ

る
。

も

と

よ
り
中
世
社

会

に
お

い
て
桑

の
栽

培
、
養

蚕
、

糸

・
綿

の
生
産
、

絹
織

物

の
比
重
が

小

さ

か

っ
た

わ
け

で
は
決

し

て
な

い
。

少
な

く
と
も

中
世
前

期

ま

で
は
彪
大

な
本

数

の
桑

が
栽

培
、
育

成

さ
れ

、
百
姓

が
広
範

に
養

蚕

を
行

い
、
糸

・
綿

・
絹

を
麻

・
苧

に
よ

る
布

と

　
　

　

と
も

に
年

貢

と
し

て
貢
進

し

て
い
た

こ
と

は
、
す

で
に
よ
く
知

ら

れ

て
お
り
、
佐

々
木

銀
弥

が

「
荘
園
制

下

の
衣
料
生

産
」

と

し

て
絹

・

　
ら
　

綿

を
と

り
あ
げ
、

大

山
喬
平

が
尾

張

・
美

濃

の

「絹

と
綿

の
荘

園
」

に
注

目

し

て
、
す

ぐ

れ
た
論
稿

を

そ
れ
ぞ

れ

に
発

表

し

て
き

た

こ
と

7



も
周
知

の
通

り

で
あ

る
。

ま
た
豊

田
武

も

こ

の
分
野

に

つ
い
て
種

々
の
角

度

か
ら
追

究

し

て
お
り
、

と
く

に
西
陣
機

業

の
源
流

と

し

て
の

　
　
　

織
部

司
、
内

蔵
寮

、
大
舎

人

寮

に
属

し
た
織
手

に

つ
い

て
は
、
掘

り

下
げ

た
研
究

を
行

っ
て

い
る
こ
と

は
、

あ

ら

た
め

て

い
う
ま

で
も

な

か
ろ
う
。

に
も
拘

ら
ず

、
百
姓

に

よ
る
桑

の
栽

培

と
養

蚕

に
目

を
向
け

た
本

格
的

な
研

究

は
、

い
ま

の
と

こ
ろ
皆
無

と

い

っ
て
も

よ

い

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

そ
う

し

た
ま

こ
と

に
不
思

議

と
も

い
う

べ
き

事
態

が
生

じ

た
背

景

に
は
、

後
述

す

る
よ
う

な
従
来

の
歴
史

学
自

体

の
持

つ
重

大

な
盲

点
が

あ

る
と
思

わ
れ

る
が

、

そ
れ

に
ふ
れ

る
よ
り
も
前

に
、

ま
ず

こ

の
点

に

つ
い
て
最
近

、
多

少
勉

強

し
て
み

た
結

果

に

つ
い
て

こ
こ

で
ま

と

め

て
の
べ

て
、
大

方

の
御
批

判
を
仰

い
で

お
き

た

い
と
思
う

。

8

一

桑

と
そ

の
検
注

い
わ
ゆ

る

「律

令

国
家

」
が

田
令

に
上
戸

・
中
戸

・
下
戸

そ
れ
ぞ

れ

に
基

準
根

数
を
定

め

て
桑

と
漆

を
植

、兄
さ

せ
、
国

ご

と

に
桑
漆

帳

　
ア

　

を
作
成

さ

せ

る
な
ど
、

田
地

と
は
別

に
桑

と
漆

を
掌

握

し

よ
う
と

し

た
こ
と

は
、

あ

ら
た

め

て

い
う

ま

で
も

な

い
周
知

の
事

実

で
あ

る
。

し

か
し

こ
れ
ま

で
の
見
方

は
、

こ
れ
を
調

、
調

副
物

な
ど

「
中
央

へ
の
貢
上

品

と

の
関

連
」

を

「想

定

」

し
、

「
中
国

の
桑

や
楡

や
棄

が

民

間

の
生

活

と

も
深

く

つ
な

が

っ
て

い
た

ら

し

い

の

に
比

べ

て
、

日
本

令

の
桑

や
漆

は
、
も

っ
ぱ

ら

貢

上

に
重

点

が

あ

っ
た
と

み
ら

れ
(8
)
る
」

と
し

て
、
桑
・
養

蚕
、

絹

織
物

や
漆
、
漆

器
等

を
非

日
常
的

な
生

業

と

と
ら
え

て
き

た
。

こ

の
見
方
が

偏

っ
て

い
る
こ
と
は
、
縄

文
時

代

に
漆
器

が
大
量

に
生

産
、

使
用

さ
れ

て

い
る
事

実

か
ら
見

て
、
漆

に
即

し

て
は
明
ら

か

で
あ

り
、

こ
れ

に

つ
い
て

は
別

に
の
ぺ
る

　
　

　

機
会

が
あ

っ
た
が
、

桑

に

つ
い

て
も
同
様

と
私

は
考

え

る
。

そ
れ

は
上

戸
三

百
根
、
中

戸

二
百
根

、
下

戸
百
根

と

い
う
義

務

づ

け

ら
れ

た
桑

の
根
数

か
ら
も

推

測

し
う

る
が

、

『類

聚

三
代

格
』

弘

仁
八
年

(△

七
)
+
二
月
廿
吾

の
太
政
轟

覧

ら
れ
る
伊
勢
国
多
気
郡
の
桑
は
+
一二
万
六
千
五
幕

三
根
、
度
会
郡
は
五
万
入
千



日本中世の桑 と養蚕

四
百

五
十
根

と

い
う
彪
大

な
根

数

に
及

ん

で
お

り
、

こ
れ
だ

け

の
桑

に
よ

る
養
蚕

に
よ

っ
て
生

産

さ
れ

る
糸

・
綿

・
絹
が

、
単

に
貢
納

品

の
み

に
充

て
ら
れ

た
と
す

る

の
は
全

く
不
自
然

と

い
わ

な
く

て

は
な

ら
な

い
。
そ

れ
故
、

ま
ず

絹
を

貢
納

の
た

め

の
み

に
生

産

さ
れ

た
と

し

て
、

百
姓

自
身

の
養

蚕

と
絹

の
生
産

、
衣
料

と

し

て

の
使

途
、

市
庭

で

の
交
易

を
最
初

か
ら

考
え
難

い
と

す

る
思

い
こ

み
を
捨

て
去

っ

て
、

あ

ら

た

め
て
事

実
を

見
直

す
必
要
が

あ

ろ
う
。

そ
れ

と
と
も

に
も

う

一
つ
重
要

な

こ
と

は
、

「
六
国

史
」
、

官
符

等

の
慣

用
句

で
あ

る

「
農

桑
」

あ

る

い
は

「
農
蚕

」

と

い
う
語
が

明
確

に
物

語

っ
て

い
る
よ
う

に
、

古
代

以
来
、

桑
、
養

蚕

は
農
業

と
同

一
視
、

あ

る

い
は
そ

の

一
部

と
さ
れ

る

こ
と
が

な

か

っ
た
と

い
う
点

で

あ

る
。

『
類
聚
三

代
格
』
養

老

三
年

(七

一
九
)

七
月

十
九

日
条

に

「
人
務

二
農

業
訥
家

赴
二
桑

夏

こ

と
あ

り
、

の
ち

に
も
あ
げ

る
永
詐

二

年

(九

八
九

)
十

一
月

入

臼

の
尾
張
国

郡

司
百
姓

等
解

に

「農

夫
拠

鋤
、

獺
耕
作

之
事

、
童
婦

忘
桑

、
倦

璽
綜
之

業
、

宣
非

百
姓
之
歎

」

と
あ

る
よ
う

に
、

農
業

・
耕
作

と
桑

・
養
蚕

と

は

は

っ
き

り

と
区
別

さ
れ

て

い
た

の
で
あ

り
、

近
代

以
降

に
用

い
ら

れ

る
よ
う

に
な

っ
た

と
思

わ
れ

る

「
養

蚕
農
家

」

な
ど

の
言
葉

に
引
き
ず

ら
れ

て
、

桑
も

農
業

で
あ

り
、
養
蚕

は
農

家

の
副
業

で
あ

る
と

い
う
見
方

で
歴
史

を

　け
　

見

る
こ
と

は
、
百
姓

は
農

民

と
見

て
、

そ

の
営

む

農
業
-

田
畠
耕

作

以
外

の
生
業

を
す

べ
て
農

家

の
副
業

と
す

る
の
と
全

く
同

じ
発
想

で
、

人

々
を

誤

っ
た
歴
史
像

に
導

く
軽
率

な
言
説

と

い
わ

な
く

て
は
な
ら

な

い
。

こ
う
し

た
思

い
こ

み
も

ま

た
捨

て
去

っ
て
、
以
下

、
史
料

の

比
較

的
豊

富

に
な

っ
て
く

る
平
安

後
期

以
降

の
桑

に

つ
い
て
考

え

て
み

た

い
と
思

う
。

ま
ず

『平
安
遺

文
』

『鎌
倉

遺

文
』

に
主

と

し

て
依

拠

し

て
、
桑

が

文
書

に
現

わ
れ

る
国

と
絹
、

綿
、

糸
を

年

貢

と

し

て
貢

進
す

る
荘

園

・
公
領

の
数

を
国

別

に
ま
と

め

て
見

る
と
別
表

1

の
よ
う

に
な
り
、

両
者

を
あ

わ

せ
て
四
十

七
箇
国

に
お

い
て
、

養
蚕

と
絹

・
綿

・
糸

の
生

産

を
確

認

す

る

こ
と
が

で
き

る
。

な

か
で
も
伊
勢

・
尾

張

・
美
濃

は
絹

の
特

産
国

と

い

っ
て
も
過

言

で
な

い
様
相

を

呈

し
、

北
陸

道
諸
国

、
丹

後
、

但
馬
、

備
後
、

安

芸
、

紀

伊
、

筑
前

、
豊
後

、

肥
後

、
薩
摩

な
ど

に
所
見

が
多

い
が
、

こ
れ

は
史

料

の
残

存

状
況

と
も
関
係

が
あ

ろ
う

。

逆

に
、
所

見

の
な

い
国

の
場
合
も
、

志
摩
、

安

房
、
飛

騨
、

佐
渡

、
隠

岐
、
壱

岐
、

対
馬

の
よ
う

に
、

残
存

史
料

が
き

わ

め
て
少
な

い

9



表1桑 の所 見 と絹 ・綿 ・糸年貢 の事例

国 名 桑 絹 綿 糸 国 名 桑 絹 綿 糸

山 城 0 佐 渡

大 和 0 丹 波

摂 津
1

丹 後 ◎ 4 4

河 内 1 但 馬 4 1

和 泉 0 1 1 因 幡

伊 賀 0 伯 善

伊 勢 ◎ 8 出 雲

志 摩 石 見 1 1

尾 張 OO 12 7
1

隠 岐

三 河 1 播 磨 O

遠 江 2 1 1 美 作

駿 河 1 備 前 1 1

甲 斐 1

1

備 中 0

伊 豆 備 後 0

相 模 安 芸 0

武 蔵 0 2
i

周 防

安 房 長 門

上 総 2 紀 伊 0 3 1

下 総 O 1 1 淡 路 0

常 陸 0 5 2
i

阿 波 0

近 江 讃 岐 O

美 濃 0 24 3 5 伊 予 C

飛 騨 土 佐 0

信 濃 0
左浄 誕 一
3凡 印J 0

上 野 1 筑 後 0 1

下 野 3

1

豊 前

陸 奥 0 1

1

豊 後 0 2

出 羽 1

1

肥 前 ◎

若 狭 O 1 1 肥 後 0 4 1

越 前 ◎ 4 5 日 向 0

加 賀 2 2 大 隅 1

能 登 1 1 1 薩 摩 0 1

越 中 0 1 2 壱 岐

越 後 O 5
1

対 馬

注)桑 の欄 はその所見文書 のあるもの。○ は1～2例 、◎ は3例 以

上、◎ は5例 以上。絹 ・綿 ・糸の欄 は年貢の所見の ある荘 園 ・

公領 の事例 の数。

『平安 遺文』 『鎌倉遺文』 による。
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日本中世の桑と養蚕

た

め

の
結

果

で
あ

り
、
伊
豆
、

相
模

、
豊
前

な
ど
も
史

料

の
残

り
方

の
影
響

と
見

て
よ

か
ろ
う
。

た
だ
、

近
江

、
丹
波
、

山
陰

道
西
部

、

美
作

、
周
防

、

長
門

の
場

合

は
、
実
態

と

の
関
係

も
考
慮

す

る
必
要

が
あ

る
か
も

し
れ
な

い
。

今
後

さ

ら

に
史

料

を
追

究

・
補

充

し
な

く

て
は
な
ら

な

い
の
で
、

た

や
す
く
結

論
を
出

す

こ
と

は
慎
む

べ
き

で
あ

ろ
う
が

、

お

お
よ
そ

の
状
況

か
ら
見

て
、
令
制

の
桑
栽

培

の
奨
励

が

そ
れ
な

り

の
効

果
を

あ
げ

た

こ
と

も
事
実

と
は

い
え
、

こ

の
時
期

に
な

る
と
地
域

的

な
濃

淡
が

明
確

に
な

っ
て
き

た

こ
と
も

、
間

違

い
な

い
と

い

っ
て
よ

か
ろ
う
。

た
だ
、

桑

の
根
数

を
掌

握

し
よ
う

と
し

た
令

制

の
影
響

の
下

で
、
荘

園
公
領

制

に
移
行

し
て
か
ら
も

、
桑

の
検
注

の
方
式

に
は
全

国
的

　
ね
　

な
斉

一
性

の
あ

っ
た

こ
と

は
す

で

に
注

目
さ

れ

て

い
る
通

り

で
、

栗
林
が

町
反

歩

の
面
積

で
検
注

さ

れ

て

い
る

の
に
対

し
、

桑

は
漆
、
柿

な
ど
と

と
も

に
、

基
本

的

に
本

数

を
単
位

に
検

注
さ

れ

た
。

そ

の
早

い
事
例

と
し

て
、

承
保

二
年

(
一
〇

七
五
)

五
月

廿
六

日

の
伊

賀
国

名

張

郡
司
注

進
状
案

(『
平
安
遺

文
』

三
-
=

一
六
、
以

下

『平

』

と
略
す

)

を
あ
げ

る

こ
と
が

で
き

る

の
で
、

そ

こ

で
は

「
僧
良

円
垣
内

五

段

苧

五
畝

桑

弐
伯
本
」

の
よ
う

に
、

段
畝

で
検

注

さ

れ

た
垣
内

畠

と
苧
畠

に
付
属

す

る
形

で
、
桑

は
本
数

を

検
注

さ
れ

て

い
る
。

ま

た
応
徳

二
年

二

〇
八
五
)

三
月

十

六

日
、

安
芸
国

高

田
郡

司
解

(『平

』

四
-
一
二
一二
〇
)

は
畠

地

の
立
券

で
あ

る
が
、

「
延
清
参

段

字

見
畠

作

人
時
枝

桑
拾
本

四
至
陳
徽
欣
河

楠
賑
持
馳
」

げ
庭
ー

可
護
「
}乏

の
よ
う

に
、

四
至

を
定

め
ら

れ

た
作

人

の
請
負
単

位

ご
と

に
桑

の
本
数
が
書

き

上
げ

ら

れ

て
お
り
、
康
和

三
年

(
=

〇

一
)

九
月
十

三

日
、

山
城
国

珍
皇

寺
畠
実

検

注
進
状

(『平

』

四
⊥

四
五

一
)

で
も
、
丈

数

で
計

ら
れ

た
垣

で
囲

ま

れ

る
広

い
畠

に
、
伐
桃

木

五
本

、
桑

拾

弐
本

、
大

豆
壱

段
、
小

豆
価

弐
拾

歩
、

茄
子
少

身

の
植

え

ら

れ

て

い
た

こ
と

を
知

り
う

る
。

こ
れ

ら

の
事
例

に
よ

っ
て
、

垣
内
、

あ

る

い
は
四

至
を
定

め
ら
れ

て
囲

わ
れ

た
空

間

に
、
桑

が
植

え
ら

れ

て

い
る
景
観

を
推

測

す

る

こ
と
が

で
き

よ
う
。
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と

は

い
え

こ
う

し
た
検
注

の
方
式

が
直

ち

に
軌
道

に
の

っ
た

の
で
は
な

く
、

ま
た
桑
も

つ
ね

に

こ
の
よ
う

な
桑

園

と
も

い
い
う

る
あ

り

方

を

し

て

い
た
わ
け

で
も

な

か

っ
た
。

延
久

二
年

(
一
〇
七
〇
)

七
月

廿

四

日

の
官
宣
旨

(『
平
』

三
-
一
〇
四
入
)

に

「
桑
畠
者

従
今

年

可
国

領

」

と

い
わ

れ

て

い
る

こ
と

か
ら
明

ら

か
な

よ
う

に
、
延

久
新
制
が

あ
ら

た

め

て
桑

の
国

家

に
よ
る
掌

握
、

検
注

の
行

わ
れ

る
上

で

の
画
期

で
あ

っ
た

こ
と

は
間
違

い
な

い
が
、

こ

の
と
き

も
東
大

寺

は

こ
れ

を

「無

実
」

と

し

て
訴

、兄
、
永
保

三
年

(
一
〇
八

三
)
十

二
月

廿
九

日

の
伊

賀
国

司
解

(『
平
』

四
⊥

二

〇
五
)

で
も

「
至
干
畠

桑

苧
等
者

、
宰

吏
専
非

勘
納

之
色

」

と

い
わ

れ

て

い
る
よ
う

に
、
令

制

の
伝
統

が

あ

っ
た
と

は

い
え

そ

の
制
度

化

に
は
多

少

と
も
抵
抗

が
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

桑

の
と
ら
え
方

も
、
治

安
三

年

(
一
〇

二
三
)

七
月

十
三

日
、
筑

後
国

符
写

(『平

』
九
-
四

六
〇
六

)

に
田
地
と

は
別

に

「
桑
薗

」
五

ケ
所
が

あ
げ

ら
れ
、
延
久

の
官

符

の
よ
う

に

「桑
畠

」

と
表
記

す

る
場
合

や
寛

治
三
年

(
一
〇
八

九
)

九
月

廿
日
、
大

宰
府

公
文
所
勘

注

案

(
『平

』
四

⊥

二
七

七
)

に

「
桑

垣
」

と
あ

る
よ

う
な

把
握

の
仕
方

が

あ

り
、
同

四

年

十

月

九

日
、
某

郡

司
解

(
『平

』
四

⊥

二
八

八
)

の
よ
う

に
、

田
、
畠

と
並
列

し
て
町
段
歩

の
面
積

で
桑

が
検

注

さ
れ

る
場
合
も

あ

っ
た
。

こ
れ
ら

は
前

に
あ
げ

た
囲

い
こ
ま

れ

た
畠

地

に
桑

が
栽

培

さ
れ

て

い
る
あ

り
方

と
考

え

て
よ

か
ろ
う
が
、
大

治
四

年

(
一
=

一九
)
十

二
月
三

日
、

明
法
家

勘
文

(『平

』
五

-
二

一
四
七

)

に

「
開
発

荒
野
、

始
成

桑

田
也

」

と

い
わ
れ
、

永
治

元
年

(
=

四

一
)
十

月

廿
九

日
、
東

大
寺

牒
案

(
『平
』

六
-
二
四

五
二
)

に

「
民
咽
桑

田
漸
成

大

河
」

と
あ

る

よ
う
な

「
桑

田
」

と

い
う
表

現
も

あ

り
、

こ
れ

は
同
年

十

二
月

日

の
美
濃
国

市
橋

荘
住

人
等

陳
状

案

(『
平
』

六
-
二

四
五

四
)

に
、

「
今
年

大

水

二
宅

地
桑

原
悉

成

大

河
」

と

い
わ

れ

て

い
る

こ

と

か
ら
見

て

「桑

原
」

と
等

置
す

る

こ
と

の
で
き

る

よ
う

な
桑

の
景

観

の
表
現

で
あ

っ
た
。

実
際
、

こ

の
と
き
茜

部
荘

の

「
在
家

人
」
が
友

河

以
東

の
地

に
出

作

し

て
桑

を
取

り
用

い
て
お
り
、

翌
年
十
月

日
、

茜
部
荘

住
人
等
申

文

案

(『
平
』

六
-
二
四
六
九

)

に
、
尾
張

川

の
旧
河

跡
と
新

流

と

の
間
が

「桑

原
」

と
な

っ
た
と

い
わ
れ

た
よ
う

に
、

桑

は
河
原

の
よ
う

　
り
　

な

ひ
ら

か
れ
た
地

に
、

乱
雑

に
生

育

し

て

い
る
場
合

も

お
お

い
に
あ

り

え

た

の
で
あ

る
。

そ

し

て
こ

の
よ
う
な

「桑

田
」
「
桑
原

」

に

つ
い
て
は
、

こ
れ

と
同
様

の
茜
部

荘

西
堺

の
係

争

地

に
関

す

る

天
治

元
年

(
一

一
二
四
)
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日本中世の桑 と養蚕

八
月

廿
日

の
検

注
状

(
『平
』

五
-
二
〇

二

一
)
が

、

田

.
畠

と
並
列

し

て

「
桑
参

値

弐
拾

本

転
配
栢
林
」

を
記

し
、

在
家

を
さ

ら

に
田
畠

と

並

べ

て
記
載

し

て

い
る

よ
う

に
、
桑

を

田
地
、
畠

地
、

そ

し

て
在
家

と

明
確

に
区

別

し
、

大

・
中

・
小

に
わ
け

て
本

数

を
検
注

す

る

の
が

最

も

適
合
的

で
あ

り
、

や
が

て
前

に
掲

げ

た

よ
う

に
、
囲

わ

れ
た
地

に

つ
い
て
も

こ

の
方
式

が

広
く
採

用

さ
れ
、
定

着

し

て
い

っ
た
。

そ

れ

は
田
三
十
六

町
九

段

三
百
十
歩

、
畠
五

十

三
町
六

段
八
十

歩
、

桑
二

千
九
百

三
十

六
本

(大
三

百
五
十

五
本

、
中
九

百
十

一
本

、

小

千
六

百
七
十

本
)
、

在
家

三
十

一
宇

を
検
注

し

た
保

延
元

年

(
一
=

二
五
)
十

二
月

廿
九

日

の
紀
伊

国

荒

川
荘

立
券

文

(『平
』

五
-
二

三
三

六
)

や
条

里

の
坪
ご

と

に
田
、
畠

、

准
大

の
桑

の
本

数

を
検
注

し

た
康

治

二
年

(
一
一
四
三
)

七
月
十

六

日

の
尾

張
国

安
食

荘
立

券

文

(『
平
』

六
-
二
五

一
七
)
、

さ
ら

に
田
二
段
百

四

十
歩
、
畠

七

段

百
八

十

歩
、
桑

六
本
、

在

家

一
宇

を
検

注

し

た
仁
平

四
年

(
一

一
五

四
)
十

月
十

一
日

の
安
芸
国

三

田
郷

立
券
状
写

(
『平
』

六
-
二
八
〇

二
)

の
須
沢
村

の
場

合
、

見
作

田
三
十

町
八
段

二
百

六
十
歩
、

見
作

畠

六
町

五
段
、

在
家

二
十

六
宇
、

中
木

の
桑

二
百

三
十
五
本

、
栗

林

二
町
八
段

に
山
、

川
も
あ
げ

ら

れ
た
永
万

二
年

(
一
一
六
六
)

二
月

日

の
備
後

国
大

田
荘

立
券
文

案

(『
平
』

一
〇
-
補

一
〇
六
)

の
よ
う

に
、

十

二
世
紀

以
降

の
荘
園

の
立
券

の
さ

い

の
検
注

に
お

い
て
も
採

用

さ
れ

て
お

り
、

田
、
畠

と

は
別
個

に
桑

を
大
中

小

の
本

数

で
検
注

す

る
方

式

は
、

地
域
を

こ
え

て
荘
園

公
領
制

下

の
制

度

と

し

て
確
定

　
ね
　

し

た
と
見

る

こ
と
が

で
き

る
。

そ

れ

は
鎌
倉

期

に
か
け

て

の
諸
荘

の
検
注

目
録

に
よ

っ
て
も
確

認
す

る

こ
と
が

で
き

る

の
で
、

文

治
五
年

(
=

入
九

)
四
月

日
、
伊

予
国

弓
削
島

荘

桑
検
注

目
録

(『
鎌
倉

遺

文
』

一
-
三
八
七
、

以

下

『鎌

』

と
略

す
)

に
は
田
、
畠

の
検
注

目
録

と

は
別
個

に
三

百
七
十

三

本

の
大
木

の
桑
が

検
注

さ

れ

て
お
り
、
建

久

四
年

二

一
九

三
)
九

月

日
、
紀

伊
国

阿
豊

河
上
荘

在
家
畠

等
検

注
目

録
案

(『
鎌
』

二
-
六

八
八

)
も

田
地

の
検
注
目

録

と

は
別

に
作

成

さ
れ
、
在

家
八

十
五
宇

、
畠

二
十

一
町

八
段
三

十
歩
、

桑
千

八
百
九

十
本

、
柿

五
百
九

十
入

本

、

栗
林

三
十

一
町
七
十

歩
、

漆
三

十
二
本

を
検

注

し

て

い
る
。

ま

た
、
建

仁
元
年

(
一
二
〇

一
)

四
月
十
九

日

の
肥
前
国

高
来

郡
宇

佐
宮
領

目

録

(『
鎌
』

三
⊥

一
九
五

)

に
も
、
伊

福
村
、

大
河
村

の
畠

三

町

一
段
、

苧
八

両

二
分
、

桑

六
十
三
本

、
在

家
十

二
家
が
書

き

上
げ

ら
れ
、

さ

ら

に
寛

元

二
年

(
}
二
四

四
)

五
月
十

五
日
、

肥
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後
国

人
吉

荘
中
分

南
方

注
進

状

(『
鎌
』

九
-
六
三

二

一
)

に
も

田
地

と

は
別

に
、
在

家
七

十

ケ
所

、
桑

三
千

七
百
七

十
五
本

半
が

地
子

白

苧

、
狩
倉

、
河
分

(梁
)

な
ど

と
と
も

に
記
載

さ
れ

て

い
る
。

こ

の
よ
う

に

「
半
」

と

い
う
単
位
が

現
わ

れ

る

の
は
、

そ
れ
以
前

の
検

注

に
よ

っ
て
桑

の
本

数
が

固
定

さ
れ

た
た

め

で
、

さ
き

の
阿

旦
河

荘

の
桑

、
柿

、
栗
林

、
漆

の
数

字

は
文
永
十

年

(
一
二

七
三
)

六
月
四

日

の
検
注

目
録

(
『鎌

』

一
五
⊥

=
二
三

九
)

で
も
全

く
変

っ
て

い
な

い
。

こ

こ
で
と
く

に
注
意

し

て
お
き

た

い

の
は
、
桑
が

田
地
、
畠

地

と

は
明
確

に
区

別

し

て
扱

わ
れ

て

い
る
点

で
、

さ
き

に
も
言

及

し
、

後

で
も

ふ

れ

る
よ
う

に
、
養

蚕

を
前
提

と

し

た
桑

と
、
農

業

の
行

わ
れ

る
場

と

し

て

の
田
畠

と

は
、
荘

園

公
領

制

下

に
お

い
て
も
、

は

っ
き

り
制

度
的

に
区
別

さ

れ

て
お
り
、

そ
れ

は
漆
、

栗
、
柿

な
ど

も
同
様

で
あ

っ
た
。

両

分

で
計

量

さ
れ

る
苧

に
も

同
じ

よ
う

な
傾

向
が

見
ら

れ

る
が
、

こ

の
場
合

は
地

子

と

い
わ
れ

て

い
る
よ
う

に
苧
畠

の
地

子

と

し

て
徴

収

さ

れ

る
場
合

も
多

か

っ
た
と
思

わ

れ
、

「
麻
畠

」

も
史

料

に
確

認

で
き

る
が

、
桑

は
と
き

に
在
家

と
結

び

つ
い
て

い
る

こ
と
が

あ

る
と

は

い
え
、

基
本
的

に
畠

、
在
家

と
は
別
個

の
扱

い
を
う
け

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
、
桑

と
養

蚕

を
田
畠

の

「
農
業
」

に
含

め
て
考

え
、

農
業

の

一
部

と

し

て
扱

う

の
は
、

少

な
く

と
も
古
代

.
中

世

に
お

い

て
は
実
態

に
即

し

て
も

、

ま
た
制
度

的

に
も
完
全

な
誤

り

で
あ

り
、

そ

れ

は
漆

栗
、

柿
等

の
樹
木
栽

培

に

つ
い
て
も
全

く
同

じ

で
あ

っ

た
。

鎌
倉

幕
府
法

の
追

加
法

四
百

二
十

四
条

に

「
領
主

等
作

田
畠
、

養
蚕
事

」

と
あ

る

の
も

、
両
者
が

法

的

に
も
区
別

さ
れ

て

い
た

こ
と

を
明
確

に
物
語

っ
て
お
り
、

そ

れ
故
、
桑

を

は
じ

め
漆

、
栗

、
柿

等

の
樹

木
栽

培

を

「
農
業

」

の
中

に
入

れ

て
偉
ら

な

い
の
は
、
農

業

の

語

の
不

当

な
拡
大
解

釈

か
、
農
業

へ
の
過
大

な
思

い
入

れ
、

無
意

識

の

「
農
本
主

義

」

の
強
調

と

し
か
考

、兄
ら
れ
な

い
。

た
だ
、
桑

が
大
中

小

の
本
数

で
検
注

さ

れ

た
制
度

と
並

行

し

て
、
桑

を

「
上
葉
畠

」

と

い
う
畠

地

と

し
て
と
ら

え

る
制
度
が

、
若

狭

.

　
お

　

丹
後

・
但

馬
な
ど

の
地
域

に
見

出

さ
れ

る

こ
と

に

つ
い
て
は
別

に

の
べ
た
通

り
で
あ

る
。

例

え
ば

、
若
狭

国
名

田
荘

田
村

の
弘
安

五
年

(
=

]八
二
)

二
月

日

の
国

次
名

田
畠

等
注

文

(「真
珠

庵

文
書
」
)

に
は

コ

、
畠

一
丁

八
段
十

軌
鵬

桑

晋

五
本

」
と
あ

り
、
畠

地

と
桑

と
は
別
個

に

一
応

と
ら
え

ら
れ

て

い
る
が
、

同

じ
田
村

の
守
延
名

の
鎌
倉

後

期
ご

ろ
と

14



見

ら

れ

る
田
地
細

々
用
途
注

文

(同
上

)

に
、
「
上
葉

の

へ
て
八
両
代

一
貫
六
百
文
」

と
あ

り
、
別

に

「上

葉

糸
」

「
上
葉

綿
」

な

ど

の
用
例

の
あ

る

こ
と

な
ど

を
参

照

し

て
見

る
と
、
本
数

で
検
注

さ

れ

た
桑

と
結

び

つ
い
て
、

恐
ら

く
桑

の
葉

そ

の
も

の
を

「上

葉
」

と

し

て
弁
進

す

る
畠

地
が

あ

っ
た
と
推

定

さ
れ

る
。

と
す

る
と

「
上

葉
」
1

桑

の
葉

が

貢
進

さ
れ

た
だ
け

で
な

く
、

そ
れ
が
鎌
倉

後

期

に
は

ほ
と

ん
ど

銭

に
代

え

て
納

め
ら
れ

て
い
る
点

か

ら
見

て
、
売
買

さ

れ

た
こ
と

に
な

る
が

、

こ
う

し
た
事
例

は
は

る
か

に
遡

っ
た
平

安
末
期

に
も
見

出
す

こ
と
が

で
き

る
。
寛

治

三
年

(
一

〇
八

九
)

八
月
十

七

日
、
筑
前

国
観

世
音

寺
三

綱
等
解
案

(
『平
』

四
⊥

二
七
五
)

に
よ

る
と
、

大
宰

府
御
厨

-
宇

野
御
厨

の
贅

人
と
号

す

る
松

永
法

師

は
、

筑
後

川

の
中

洲

で
は
な

い
か
と

見
ら

れ

る
把

岐

荘
内

中

嶋

の

「
桑

麻
作

畠
」

を

請
負

い
な

が

ら

「畠

地

子
井

桑

葉

お
し
さ

い

等

」

を
弁
ぜ

ず

、

さ
ら

に
札
を
桑

の
枝

に
懸

け
、

「桑

葉

」

を

「
押
擁

」

た

と

い
わ

れ

て
い
る
が
、

同

じ

こ
と

を

「不

辮
作

畠

地

子
桑
葉

直
」

と

も

い

っ
て

い
る
こ
と

か
ら
見

て
、
桑

の
葉

が

採
取

さ
れ

て
、

地

子
と

同

じ

よ
う

に
弁
進

さ
れ

た

だ
け

で
な
く
、

「
直
」

を
得

ら

れ

る
よ
う

な
売

買

の
対
象

に
な

っ
た

こ
と

は
間
違

い
な

い
と
思

わ

れ

る
。

と

す
れ
ば

、

「上

葉
」
が

い
わ
ば
桑

の
初
穂

1

「
上

分
」

と

し

て
貢
進

・
売

買

さ

れ

た
と

い
う
面

か
ら
、

桑
畠

を

「
上
葉

畠

」
と
呼

ん

だ
と
考

、兄
る

こ
と
が

で
き

る
が
、

同
時

に

こ
の
事

実

か
ら
桑

の
葉
自
体

が
養

蚕

の
最
盛

期

に
売

買

さ
れ

た

こ
と

を
想
定

す

る

こ
と
も

可
能

に
な

っ
て
く

る
。

た
だ
桑

に
対
す

る
賦

課
を
全

体

と
し

て
見

る
と
、

こ
う

し
た

「上

葉
」

ー
桑
葉

の
貢
進

は
例
外
的

で
あ

り
、

一
般
的

に

は

「桑

代
」

で
あ

っ
た
。

日本中世の桑と養蚕

二

桑
代

大
中
小

の
桑

の
本
数
を
検
注

し
た
荘
園
公
領
制
下

で

一
般
的

に
見
ら
れ
る
方
式

で
掌
握
さ
れ
た
桑

に
対
す

る
賦
課

の
名
目
は

「
桑
代
」

で
あ

っ
た
。

こ
れ

は
仁
治
元
年

(
=

一四
〇
)
九
月
廿
七
日
到
来

の
河
上
権
四
郎
言
上
状

(
『鎌
』
八
-
五
六
二
三
)

に

「
く
わ
し
ろ

ハ
半
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分
、

わ

た

ぬ

の

ハ
三
分

一
」

と
あ

り
、
建

長

四
年

(
一
二
五
二
)

三
月

廿

五

日
、
相

良
頼

俊
等

連
署

避
状
案

(『鎌

』

一
〇
-
七

四

一
八
)

に

「
く

わ

し

ろ

の
き

ぬ
六
丈

内

お
な
し
き
わ

た
七

十

ま

い
、

せ

い
か
う

の
い
と

二

ふ
ん
」

と
あ

る

こ
と
な
ど

か
ら
見

て

「
く

わ

し

ろ
」

と

訓

ま

れ

た

こ
と

は
間

違

い
な

い
。

桑
代

が
諸

国

に
広

く
見
ら

れ

た
賦

課
だ

っ
た

こ
と

は
後
掲

の
表

2

の
通

り

で
あ

る
が

、
鎌
倉

幕

府
法

の
追

加
法

に
も
諸
国
新

補

地
頭

の

得
分

に
関

連

し

て
、

二
十
五
条

と
七
十
九

条

に
規
定

さ

れ

て

い
る
。

七
十

九
条

は
白
苧

と
あ

わ

せ
て
事

書

に
あ
げ

ら
れ
、
国

司

.
領

家
が

「自

元
於

不
召

之
所

々
者
、
新

補

地
頭
始
不

可
取
之

」

と
規
定

し

て

い
る
が
、

二
十

五
条

は
注

目
す

べ
き
内
容

で
、

「
随
其

所
皆
有

差
別

」

と
し

て
山
野

所
出

た

る

に
お

い
て
は
、

本
年

貢
を

除

い
て
半
分

の
沙

汰
を

致
す

べ
し

と
し
、
在

家

役

の
場
合

は
在

家
率

法

に
よ

る
べ
し
と

規
定

し

て

い
る
。

こ
れ

は
前

述

し

た
よ
う

に
、

桑
が

河
原

、
山

野

の
よ
う

な
開

か
れ

た
地

に
生
育

し

て

い
る
場
A
口
と
、

在
家
、

薗

に
結

び

つ
い
て

い
る
場

　
め
　

合

の
あ

っ
た

こ
と

を
物

語

っ
て

い
る
と
思

わ
れ

る
が

、

こ
う

し
た
桑

の
実
態

と
関
係
が

あ

る

の
か
否

か
は
明
ら

か

に
し
難

い
と

は

い
.兄
、

実
際

に
賦
課

さ
れ

た
桑
代

の
品
目
も
別

表

の
よ
う

に
斉

一
的

で
は
な

か

っ
た
。

た
し

か

に
絹
、
綿

、
糸

の
よ
う

に
、

桑

に
よ
る
養

蚕

の
生
産

物

と
見

ら
れ

る
品
目
が
多

く

は
桑

代

に
な

っ
て
お
り
、

そ
れ

は
同
じ

品
目

を
年

貢

と

し
て

い
る
荘

の
多

い
国

と

ほ
ぼ
重

な

っ
て

い
る
。

し
か
し
布
、

塩
、

木

な
ど
桑

と
全

く
関
係

の
な

い
産

物

の
賦
課

さ
れ

て

い
る

事
例

も

少
な

か
ら
ず
あ

り
、

こ
れ

は
田
地

に
米

で
は
な
く

き

わ
め

て
多
様

な
産

物
が

年
貢

と

し

て
賦

課
さ

れ
た

の
と
同
様
、
桑

に
よ

る
産

物

と
交

易

の
形

で
、

実
際

に
そ

の
荘

の
百
姓
が

主

と

し

て
生
産

し

て

い
る
産

物

を
賦
課

し

た
も

の
と
思

わ
れ

る
。

弓
削
島

荘

は
田
畠

に
対

す

る
年

貢
も
塩

で
徴
収

さ

れ

て
お
り
、
桑
代

が

塩

で
あ

っ
た

の
は
よ
く

わ

か
る
が

、
阿

旦
河

荘

の
年

貢

は
絹

で

あ

っ
た

に
も
拘

ら
ず
、
桑

代

と

し

て

「
木

一
支
」

が

預
所
得

分

と
さ
れ

た

の
は
興
味
深

い
。

こ

の
荘
が
材

木

の
荘

園

と

い

っ
て
も

よ

い
ほ

　
レ

　

ど

の

↓
面

を
持

ち
、

百
姓
が

材
木

の
生
産

に
深

く
関

わ

っ
て

い
た

こ
と

は
、

こ
れ

に
よ

っ
て
も

明
ら

か
と

い
え

よ
う
。

ま

た
、
武

蔵
国

に
は
布

を
年

貢
と

し

て

い
る
荘

園
が

い
く

つ
か
見

ら
れ

る

の
で
、

稲
毛
荘

の
桑

代
が

布

で
納

め
ら
れ

た

の
は
自
然

で
あ
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日本中世の桑 と養蚕

表2諸 国の桑代

美濃 国 茜部 荘(『 平 』6-2645),安 芸 国都 宇 竹 原 荘(『 鎌 』5-312fi) ,肥 後 国

人 吉 荘(『 鎌 』9-664),薩 摩 国 下 村 郡(『 鎌 』19-14550) ,筑 前 国 宇 美 宮

(『鎌 』23-18091),安 芸 国三 入 荘(『 鎌 』11-8129),美 濃 国 大 井 荘(『 鎌 』28-

21349)

紀伊 国 荒 川 荘(『 平 』6-3036),美 濃 国 茜部 荘(『 鎌 』4-2108),越 前 国 久 次

荘(『 鎌 』4-2323)}越 前 国曾 万 布 荘(『 平 』7-329fi) ,肥 後 国 人 吉荘(『 鎌 」

1p-7418),美 濃 国城 田郷(『 鎌 』11-8129),加 賀 国軽 海 郷(『 鎌 』39-30619)

尾 張 国安 食荘(『 平 』6-2517),肥 後 国 人 吉 荘(『 鎌 』10-718) ,尾 張 国 落 合・

郷(『 鎌 』11-8129),丹 後 国 大 内郷(『 鎌 』23-17790),伊 勢 国 大 国荘(『 鎌 』

29-229fifi)

武 蔵 国稲 毛 荘(『 平』7-3289),備 後 国 大 田 荘(『 鎌 』2-729),安 芸 国 入 江

{呆(『 鎌 』15-11546)

る
し
、
同
じ
く
桑
代
布
を
賦
課
さ
れ
た
備
後

の
大
田
荘

の
年
貢
は
六
丈
布

だ

っ
た

の
で
あ
る
。
安
芸

の
場
合
は
他

に
年
貢

の
事
例
は
な

い
が
、
桑
代

絹
を
貢
進
し
た
竹
原
荘
が
雑
物
と
し
て

「桑
代
麻
木
板
」
を
地
頭
に
納

め

て
お
り
、
布
が
桑
代
と
な
る
背
景

は
十
分

に
あ

っ
た
の
で
あ

る
。

そ
し
て
こ
れ
ら

の
品
目

の
産
物
が
、
弓
削
島
荘

の
桑
代
塩
が
本
別

一
籠

で
あ

っ
た
よ
う

に
、
桑

の
本
別

に

=
疋
の
割
合

で
賦
課
さ
れ
た
こ
と
は
間

　
　
　

違

い
な

い
。

さ
き

に
あ
げ

た
康

治

二
年

(
=

四

三
)

の
尾
張
国

安
食

荘

で
も
准

大

の
桑

一
本

に

つ
き

二
朱

の
糸

が

課
さ
れ

て

い
る
が

、

こ

の
場
合

は
同

じ
准
大

で
も
必

ず

し
も

一
定

し

て

お
ら
ず

、
当

然
、
大

中

小

で
異

な

っ
て

い
た
と
思

わ

れ

る
が

、
そ

れ
を
具
体

的

に
明
ら

か

に
す

る
こ
と

は

で

き

な

い
。

こ
う

し
た

「
桑

代
」

と

い
う
名
目

の
賦

課
が
令
制

に
淵
源
が

あ

る

の
か
、

荘

園

公
領

制

の
形

成
過

程

で
桑

の
検
注

に
伴

っ
て
新

た

に
賦
課

さ

れ
た

の

か
、

い
ま

の
と

こ
ろ
明

ら

か
に
し
え

て

い
な

い
。

し

か
し
桑

・
漆

の
催

殖

を

は

か
り
、
桑

漆
帳

ま

で
作

成

し
た

「律

令
国

家
」
が

な

ん
ら

の
賦
課

も

行

わ
な

か

っ
た
と

は
考

え

に
く
く
、

恐

ら
く
国

司

・
郡
司

に
よ
る
養

蚕

の

た
め

の
桑
葉

の
徴

収

は
な

さ
れ

た

に
相
違

な

い
。

そ

の

「
代
」

り

に
、

さ

き

の
よ
う

な
産

物
が

賦

課
さ

れ
た

の
が

「桑

代
」

だ

っ
た

の
で
は
な

か
ろ

う

か
。
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ま

た
、

絹
、
綿

、
糸

は
桑
代

と
し

て
も
収
取

さ

れ

て

い
る
が
、

さ
き

に
別

表

に
あ
げ

た

よ
う

に
、

年
貢

と

し
て

こ
れ

ら

の
産

物
が
徴

収

　
　

　

さ

れ

る
場

合

は
、
基
本

的

に
田
地

を
基

準

に
賦

課

さ

れ
た
と
考

え
ら

れ

る
。

例

え
ぽ

、
美

濃
国

茜
部
荘

の
久

安

元
年

(
一

一
四

五
)
、
同

二
年

の
田
数

注
文

(『平

』
六

-
二
六

四

五
)

に

よ
る

と
、
五

斗
代

の
田
地

に
は
斗

別
四

尺
、

三
斗
代

の
場

合

は
斗

別

三
尺

二
寸

の
割

合

で
八
丈

絹
が

賦
課

さ

れ

て
お
り
、

こ
れ

は
十
分

に

一
般
化

が

可
能

と
思

わ

れ

る
。こ

の
よ
う

に
桑

の
栽

培
、

そ

れ

に
よ
る
養

蚕

を
基

盤
と

し

た
絹

、
綿
、

糸
等

の
百
姓

に
よ

る
生

産

は
、
中

世
前

期

に
お

い
て
、
多

少

の

地
域

に
よ

る
濃

淡

は
あ

れ
、

ほ
ぼ
全

国
的

に
非
常

に
さ

か

ん
で
あ

っ
た
と

い

っ
て
も
、

決
し

て
過
言

で
は
あ

る
ま

い
。

そ
れ

は
百
姓

の
生

活

の
中

で
田
畠

の
農
耕

に
匹
敵

す

る
ほ
ど

の
比
重

を
持

っ
て

い
た

の
で
あ

り
、

こ
れ
を

農
業

の

「
副
業
」

な
ど

と
し

て
片
づ

け

て
し
ま
う

な
ら
ぽ
、

百
姓

の
生

き

た
生
活

を

と
ら
え

る

こ
と

は
全

く
不

可
能

に
な

る
、

と
私

は
考

・兄
る
。
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三

女
性
と
養
蚕

・
織
物

こ
れ

だ
け

の
比
重

を
人

民
生
活

の
中

に
持

つ
養

蚕

か
ら
絹

・
綿

・
糸

の
生

産

ま

で

の
全
生

産

行

程
を
担

っ
て

い
た

の

は
、
前
近

代

に
お

　
の
　

い
て
は

一
貫

し

て
女

性

で
あ

っ
た
。

古
代

に

お

い
て
も

『続

日
本

紀
』
霊

亀

元
年

(七

一
五
)
十

月

七
日

の
詔

に

「
男

は
耕

転

に
勤

め
、
女

は
維
織

を
脩

め
…

:
・」

と
あ

る

の
を
は

じ

め
、

『
類
聚

三
代
格

』

元
慶

三
年

(八

七
九

)
十

二
月

四

日

の
官
符

に

コ
尽
戸
之

女
事

、
異

二
外
国

一、

不
知

螢
桑

之
労
」

と

い

わ

れ

て

い
る
こ
と
、

さ
ら

に
前

に
も
あ
げ

た
永

詐

元
年

(九

八
九

)

の
尾

張
国

郡

司
百

姓
等

解

の
第

三
条

に
、

「
農

夫
」

は
鋤

に
よ

る
耕

作
、

「
翼
婦

」

は
桑

と
繭
糸

の
業

に
結

び

つ
け

ら

れ

て

い
る
点

な
ど

か
ら

見

て
、

女
性
が

桑

、
蚕

、
繭

糸

と
関

わ

っ
て

い
た

こ
と

は
間
違

い
な

い
。
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ま

た

『
日
本

霊
異
記

』
中

巻
、

第
四
十

一

「
女

人
大
蛇

に
婚

は
れ
、

薬

の
力

に
頼

り

て
命
を
全

く
す

る
こ
と
を
得

る
縁
」

は
、

河
内
国

更
荒

郡
馬

甘
里

の
富
家

の
女

子
が

、
天
平

宝
字

三
年

(七
五
九

)
夏

四
月

に
桑

に
登

っ
て

「

こ

葉

を
揃

」

い
て

い
た
と

こ
ろ
、
大

蛇
が

桑

の

木

に
登
り
、

つ
い
に
女

子

に

「
纏

り

て
婚

ひ
」

し

た
と

い
う
話

か
ら

は
じ
ま

り
、

薬

の
力

に
よ

っ
て
女

子
が

一
応
、
命

を
全

う
す

る

こ
と

が

で
き

る
ま

で
を

の
べ

て

い
る
。

『今
昔

物

語
集
』

巻
第

二
十

四

第

九

に
も
同

じ
話

が

収

め
ら
れ

て

い
る
が
、

そ

こ

で
は

「
女

子
蚕
養

の

為

に
大
き

な

る
桑

の
木

に
登

り

て
桑

の
葉

を
摘

み
け

る

に
…
…
」

と
な

っ
て
お
り
、

桑
が

大
木

に
な

っ
て
も

女
性
が

そ
れ

に
登

っ
て
桑

を

摘

ん
だ

と

い
わ
れ

て

い
る
。

ま
た

『今

昔
物

語
集

』
巻
第

二
十

六
第

十

一
の

「参

河
国

に
犬

頭
糸

を
始

め
し
語
」

は
、

参
河
国

の
郡
司
が

「
妻

を
二
人
持

ち

て
、

そ

れ

に
蚕
養

を

せ
さ

せ
て
糸
多

く
ま
う

け
け

る
」

と
語

り

は
じ

め
、

本

妻

の
蚕
が

皆

死

ん

だ

に
も
拘

ら
ず

、

「
蚕

一
つ
桑

の
葉

に
付
き

て
食

ひ
け

る
を
見

つ
け

て
」
大

切

に
育

て

て
い
た

の
を
白
犬
が

食

べ

て
し
ま

い
、

犬

は
大

量

の
糸

を
鼻

か
ら
出

し

て
死

ん
だ

こ
と
、

そ

の
犬

を

埋

め
た
桑

の
木

に
よ

っ
て
蚕

が
造

っ
た
繭

か
ら
見
事

な
糸
が

と

れ

た

こ
と

を

の
べ
、

犬

頭
糸

の
起

源

と

し
て

い
る
が

、

こ

こ
で
も
蚕

養

は

女
性

の
仕
事

で
あ

っ
た
。

さ
ら
に

『
伊
勢
物
語
』
十
四
に
陸
奥
国

の
女
が

「
中
く

に
懸

に
死
な
ず
ば
桑
子

に
ぞ
な
る
べ
か
り
け
る
玉

の
緒
ば

か
り
」
と

い
う
歌

を
詠

ん

で

い
る

の
も

、
養

蚕

と
女

性

と

の
関
係

を
う

か
が

わ

せ

る
。

中

世

に
入

っ
て
も

も

と
よ

り
同
様

で

『海
道

記
』

に
、
尾

張
国

に
入

っ
た
と

こ
ろ
、

「
慰
パ

環
臨

ノ
中

二
桑

ア
リ
、
桑

ノ
下

二
宅

ア
リ
、

ほ
う
と
う

さ
ん
さ
く

宅

ニ

ハ
蓬

頭

ナ

ル
女
、

蚕
管

二
向

テ
蚕
養

ヲ
イ

ト

ナ
ミ
、

園

ニ

ハ
澄
倒

タ

ル
翁

、
鋤

ヲ
榔

テ
農
業

ヲ

ツ
ト

ム
」

と
あ
り
・

こ
こ

で
も
養

蚕

は
女

性
、
農

業

は
男
性

の
仕
事

で
あ

っ
た
。

と

く

に
こ

こ

で
、
蚕

贅

と

い
う
養

蚕

の
道

具
が

描

か
れ

て

い
る

の
は
貴

重

で
あ

る
。

　
れ
　

文
書
史
料

に
は
養
蚕
自
体
、
き
わ
め
て
稀
に
し
か
現
わ
れ
な

い
が
、
や
や
特
殊
な
例

で
あ

る
と
は
い
え
、
文
永
五
年

(
一
二
六
八
)
八

月
日
、
駿
河
国
実
相
寺
衆
徒
等
申
状
写

(『鎌
』

=
二
⊥

〇
二
九
八
)

に

「
院
主
代
迎
置
遊
君
於
院
主
坊
、
切
食
魚
鳥
、
令
致
蚕
養
事
」

と

い
う
条
が
あ
り
、
「
当
代
或
迎
居
好
色
之
女
、
快
誇
三
雅
之
興
、
或
喚
置
世
俗
之
碑
、
恣
業
八
蚕
之
利
」
と

い
う
こ
と
が

「
一
寺
滅
亡
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ロ
ハ
在
此

時
歎

」

と

い
わ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
れ

は
事
書

に
あ

る
よ
う

に
遊

君

に
よ
る
蚕
養

と

い
う
だ

け

で
は
な
く

「
世
俗

之
碑
」

の

養

蚕
が

行

わ
れ

た

こ
と
を
示

し

て

い
る
が

、
注

目

す

べ
き

は
、

女
を
籠

め
置

く

こ
と
、
魚

を
取

る
こ
と
、
鳥

を
食

べ
る
こ
と

と
あ

わ
せ

て
、

蚕

を
飼

う

こ
と
が
寺

の

「大

門
内

」

で
は
あ

っ
て
な
ら

な

い
こ
と

と
さ
れ

て

い
る
点

で
あ

る
。

こ
れ

は
文
保

二

年

二

三

一
八
)

九
月

日
、

道

勇
置

文

(『鎌

』
三

五
-
二

六
七

九

二
)
が

、
豊

後
国

円
寿
寺

に

つ
い
て
、
「
掘
中

女

人

不

可
夜
宿

事

」

に

つ
づ

い
て

「寺

領

仁
不

可
殖
桑

事
」

と
規

定

し

て

い
る

こ
と
と
通

じ

て
お
り
、
寺

院

あ

る

い
は
寺
領

内

で

の
養
蚕

は
基

本
的

に
禁
止

さ

れ

て

い
た

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

桑
、
養

蚕

は
女

性

の
仕

事

で
あ

る

こ
と
が

、

こ
う

し

た
禁
制

の
背

景

に
あ

る

こ
と

は
疑

い
な

い
が

、
あ

る

い
は
蚕

と

い
う
虫

-

動
物

を
飼
う

こ
と
そ

の
も

の
に
対

す

る
忌

避
も
あ

っ
た

の
か
も

し
れ
な

い
。

正
安

二
年

(
=
二
〇
〇
)

卯
月

日

の
備
後
国

大

田
荘
大

田
方

本
郷

・
寺

町
荘
官

・
百
姓

等
申

状

(
『鎌
』

二
七
-
二
〇
四

三
〇

)

は
預

所

和

泉
法

眼
淵

信
を

糺
弾

し
た
周
知

の
文
書

で
あ

る
が

、

そ

こ

に

「預
所
者

為

当

山
之
浄
侶

歎
、

而
旦
ハ下
女
性

蚕
養

之
条
、

不
相

応
之
所

行

也
、
早

可
令

停
止

」

と
あ

る

の
も
、

や

は
り
僧
侶

と
し

て
女

性
を
近

づ

け

る
べ
き

で
は
な

い
と

い
う
文

脈

で
理
解

し
う

る
が
、

こ
れ
も
女

性

と
蚕
養

と

の
不

可
分

の
関
係

を

示

し

て

い
る
。

こ
れ

ら

は

い
ず

れ
も
寺
院

・
僧

侶

と
関

連

し

て
、
女

性

と
養
蚕

が
現

わ
れ

る
事
例

で
あ

る
が
、

文
保

二
年

(
=
一=

八
)

九
月

十

日

の

二
階
堂

氏

(泰

行

力
)
袖
判

裁
許

状

は
若
狭
国

倉

見
荘
内

御
賀
尾

浦

の
百
姓

等

と
地
頭
代

と

の
訴

訟

を
裁
許

し

た
文
書

で
、

そ

こ
に

「蚕

養

事
」

と

い
う

一
ケ
条
が

あ

る
。

そ

れ

に
よ

る
と
、
永
仁

五

年

(
一
二
九

七
)
十

二
月

二

日

の
下
知

状

で
こ

の
浦

の
桑

に

つ
い
て
は
、
半

分

を
地
頭
代

が
徴

収

し
、
半

分

は
百

姓

に
与

え

る
こ
と

に
な

っ
て

い
る

に
も
拘

ら
ず

、
地
頭
代

が
蚕

養

の
期
間
中

、
桑

を
点
定

す

る

の
は

停
止

す

る
、

と
裁
許

さ
れ

て
い
る

の
を

百
姓
が
楯

に
と

っ
て
、
代
官

が

「養

女

」

を
入

れ

て
蚕
養

す

る

の
を
不
当

と
訴

・兄
る

の
は
、

言

い

過
ぎ

で
あ

り
、

桑

を
点

ず

る

の
は
前

の
下
知
通

り
停

止
す

る
が
、

代
官

の
蚕
養

は
認

め
る
と

し

て

い
る
。

こ
れ

は
代
官

が

尚養

女

」
1

「
か

い
め
」

を
使

っ
て
直

接
、
養

蚕

の
経
営

を
行

う

こ
と

に
対

す

る
百
姓

の
反
発

と
見
ら

れ

る
が
、

こ
こ

で

「養

女
」

と

い
わ

れ

て
い
る

こ
と

に
注
目

す

べ
き

で
、

こ
れ
も
間
違

い
な
く
養

蚕
が

女
性

の
仕
事

で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語

る
事
例

と

い
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え
よ
う
。

室

町
期

に
入

る
と
、

不
勉
強

の
た
め
も

あ

っ
て
、

い
ま

の
と

こ
ろ
文
書

史
料

に
よ

っ
て

こ
れ
を
確

か

め
る
こ
と

は
で
き

な

い
が
、

す

で

に
よ
く
知

ら

れ

て

い
る
通

り
、

祇
園

社

に
属

し

て

い
る
南
北

朝

期

の
綿
座

神

人

、
小
袖

座

神
人

は

み
な
女

性

で
あ

り
、

『
七
十

一
番

職

人

　
の

　

歌

合
』

で
も

機
織

、
紺
掻

、
帯
売

、

縫
物
師

、
組

師
、

自
布
売

、
綿
売

な

ど
、

繊
維
製

品

に
関

わ

る
職

人
、
商

人

は
女
性

で
あ

っ
た

こ
と

か
ら
見

て
、
養

蚕
、

絹
織
物

、

さ
ら

に
麻
、

や
が

て

は
木

綿

な
ど

の
織
物

の
生

産
、

販
売

も
女
性

が

担

っ
て

い
た
と
考
え

て
よ
か

ろ
う
。

そ

し

て
、

そ
れ

は
近

世

の
事
例

に
よ

っ
て
も
確

か

め
る

こ
と
が

で
き

る
。

甲
斐
国

山
梨

郡
上
井

尻
村
東

方

の
享
保
九

年

(
一
七

二
四
)

　お
　

の
明
細
帳

に
は
、
「
当
村

蚕
」

の
項

に

「是

ハ
女

之
稼

仕
、

糸

二
取

下
ま

ゆ

ハ
綿

二
仕

、

ま
ゆ

二
而
も
払
商

人

二
売

申

候
」

と
あ

り
、

「
農

業

之
間

男
女

稼

之
事

」

に
は

「
是

ハ
男

ハ
農

業
之

間
、

山
稼

井
栗

・
柿

・
た

は

こ
少

々

ッ

・
江
戸

へ
出

シ
商
申

候
、
女

ハ
麻

・
木
綿

.
ち

や
、
夏

ハ
蚕

少

々

ッ

・
仕

、
糸
絹

取
売

申

候
」

と
あ

り
、

同

じ
く

一
町

田
中

村

の
明
治

三
年

(
一
八

七
〇

)

の
村

鑑
明
細
樋

に
も

「
一
・

百

姓

農
業

之

間
稼

之

事
、

男
者

入

会

山

二
而
薪

亦
者

草

ヲ
刈
取

、
女
者

三

月

右

五
月

迄

蚕
、
六

月

右
九

月

迄

糸

取
、
其

後

布

織

着

用

仕

候
」

と
記

さ

れ

て
お
り
、
古
代

、

中
世

と
全
く

同
様

に
、

近
世

に
お

い
て
も

、
養
蚕

、
糸

取
、
絹

織
物

の
生
産

を
専

ら
担

っ
て

い
た

の
は

女
性

で
あ

っ
た
。

注
目

す

べ
き

は
そ

こ

に
女
性
が

糸

、
絹

、
綿

、
繭

を
商

人

に
売

っ
て

い
た

と
記

さ
れ

て

い
る
点

で
、

こ
れ

は
逆

に
中

世
、

古
代

に
ま

で

遡

り

う

る
こ
と

で
あ

ろ
う

。
前
述

し
た

よ
う

に
、

十
四

世
紀
前

半

の
綿
商

人
、

小
袖
商

人
が
女

性

で
あ

っ
た
こ
と
が
、

そ

れ
を
証

明

し
て

い
る
が
、

こ
れ

は
女

性

の
社

会
的

地
位

を
考

え

る
上

で
、

き

わ

め
て
重
要

な
問
題

を
提
起

す

る
事
実

と

い
わ
な

く

て
は
な

ら
な

い
。

女

性

は
恐

ら
く
非
常

に
古

く
、
養

蚕

に

つ
い
て
は
弥

生
時

代
、

そ

れ
が

開
始

さ
れ

て
か
ら
近
代

の
あ

る
時

期

ま

で
、

一
貫

し

て
養

蚕

、

糸
取

、
絹

織
物

を

は
じ

め
、
麻

、
木

綿

ま

で
含

む
繊

維
関
係

の
生

産
部
門

を
自

ら

の
肩

に
担

い
、

さ

ら

に
そ

の
生
産
物

を
自

ら

の
裁
量

で

市

庭

に
お

い
て
売

却
、
交

易
す

る
と

い
う
活

動

に
従
事

し

て
い
た
。

そ

れ
だ
け

で
は
な

い
、
魚

貝

な
ど

の
海
産

物
、

炭
、

薪
、

さ
ら

に
合
子

な
ど

の
山

の
産
物

の
商

人
も
、

古
代

以
来
、

女
性

で
あ

っ
た
こ
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あ
　

と
も

明

ら

か
で
あ
り
、
精

進
物

1

菊
若

や
野
菜

の
商

人
も

ま

た
女

性

で
あ

っ
た
。

さ
ら

に

『七

十

一
番

職

人
歌

合
』

で
は
、

そ
れ

に
加

・兄

て
、

餅
売

、

酒
売

、
米
売

、

豆
売

、
豆
腐

売
、

索

麺
売

、
麹

売
、

畳

紙
売
、

心
太
売

な
ど

、
農

産
物
、

食

品
な
ど

の
商

人
を
女

性
と

し

て

描

い

て
お
り
、

扇
売
、

白
物

売
、

紅
粉

解
な

ど
、

女
性
向

の
商

品
を
売

買
す

る

の
も

や
は
り

女
性

で
あ

っ
た
。

こ
れ
を
古
代

に
遡

り
、

近

世
ま

で
降

っ
て
同
様

と

い
い
う

る

か
否

か

に

つ
い
て
は
、

な

お
検
討

の
余

地
が

あ

る
と

は

い
え
、

繊
維
製

品

に

つ
い
て
、

女
性
が

そ

の
売

却

の
代
価

を
自

ら

の
収

入
と

し
得

た
こ
と

は
確

実

で
あ

り
、

そ
う

し

て
入
手

し
た
銭
貨

を

は
じ

め
と
す

る
動

産

を
女
性
が

た
や
す
く

男
性

に
渡

し

た
と

は
考

・兄
ら
れ
な

い
。

と
す

る
と
、

す

で

に
広

く
認

め
ら
れ

て

い
る
通

り
、

十

四
世
紀

以
降

、

た
し

か

に
女
性
が

田
畠

等

の
土
地
財

産

に

つ
い
て
は
そ

の
権
利

を

次
第

に
失

っ
て

い
く

の
は
事
実

で
あ

る
が
、

貨
幣

、
動
産

に

つ
い
て

の
権
利

は
決

し

て
喪

失

し

た
わ
け

で
は
な

く
、
近

世
を
通

じ

て
そ

う

し
た
女
性

の
権
利
が

失

わ
れ

る

こ
と

は
な

か

っ
た

と

い
・兄
よ
う
。

そ
し

て

こ
う
考

え

て
く

る
と
、

ル
イ

ス

・
フ

ロ
イ

ス
が

「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

で
は
財
産

は
夫

婦

の
間

で
共
有

で
あ

る
。

日
本

で
は
各

人
が

自

　
の
　

分

の
分

を
所
有

し

て

い
る
。
時

に
は
妻
が
夫

に
高

利

で
貸

付

け

る
」

と

い

っ
て

い
る

の
は
、

な

ん

の
不
自

然
も

な

い
事

実
と

し

て
う
け

と

め
る

こ
と
が

で
き

よ
う

。

こ

の
よ
う

な
事

実

を

ふ
ま
え

た
上

で
、
前

近

代

の
女
性

の
社
会
的

地
位

を
再

検
討

し

て

み
る
課
題
が

こ
こ
に
浮
び
上

っ
て
く

る

の
で
、

中

世

は
も

と
よ
り
、
近

世

を
通

じ

て
、

女
性

は
衣
料

部

門

の
生
産

、

販
売

・
交

易

を
担

い
、

「
男
性

の
支
配

下

に
従

属

し

た
影

の
存
在

だ

っ
た
」

な
ど

と

は
決

し

て

い
え

な

い
独
自
な

世
界

を
保
持

し

て

い
た

の
で
は
な

い
か
と
思

わ

れ

る
。

そ

し
て
さ
ら

に
近
代

に
入

っ
て
、
製

糸

・
紡
績

の
工
場

で
働

く
労
働
者

が
基

本
的

に
女

性
1

い
わ
ゆ

る

「
女

工
」

で
あ

っ
た

こ
と
も
、

こ
う

し
た
歴

史

を
背
景

に
置

い
て
考

・兄

る
必

要
が

で
て
く

る
。

い

い
か
え

れ
ば

そ

こ
は
女
性

の
職
場

で
あ

り
、

男
性

は
監

督

は

で
き

て
も

そ

こ

に
は
入

る

こ
と

の
で
き

な

い
女

性

の
世
界

だ

っ
た
と
考

え
ら

れ

る
。

『女

工
哀

史
』

等

の
伝
え

る
女
性

労
働

者

の
悲

惨

な

一
面

の
あ

っ
た

こ

と
は
も

と

よ

り
事
実

で
あ

ろ
う

が

、

そ
れ
だ

け

で
は
な

い
女

性
自
身

の
独
自

な
世

界

の
あ

り
方
を
、

わ
れ

わ
れ

は
あ

ら

た
め

て
考

、兄
て

み
る
必

要
が
あ

る

の
で
は
な

か
ろ
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古

く

か
ら
農

業

と

匹
敵

す

る

ほ
ど

の
大

き

な
社
会

的

比
重

を
持

ち
、

し

か
も

専

ら
女

性

の
生
業

で
あ

っ
た
桑

に
よ

る
養

蚕

、
そ

し

て

糸

.
綿

の
採

取
、

絹
織
物

の
分

野

に

つ
い
て
、

な
ぜ

こ
れ

ま

で
研

究
が

比
較
的

手
薄

な
状
況

に
と
ど
ま

っ
て
い
た
か

に
関

し

て
は
、
前

述

し

た
よ
う

に
、

こ
れ

を
農

家

の
副
業

と

し

か
と

ら
・兄
よ
う
と

し
な

か

っ
た
研
究
者

の
姿

勢

に
起
因

し

て

い
る
こ
と

は
間

違

い
な

い
と
私

は

考

え

る
。
百
姓

を
農

民

と
す

る
思

い
こ
み
は
、

そ

の
女
性

の
養

蚕

の
世
界

を
切

り
落

し
、
全

く
無
視

す

る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

の
で
あ

る

が

、

そ
う
し

た
姿

勢

の
生

れ

て
く

る
背

景

に

つ
い
て
、

さ
ら

に
二
、

三

の
考

え

て
お

く

べ
き

問
題
が

あ

る
。

そ

の
ひ
と

つ
は
、

こ
の
生
業

に

つ
い
て

の
女

性

の
こ
れ

ほ
ど

決
定
的

に
大
き

な
役

割
が

、

な
ぜ

こ
れ

ま

で
見
逃

さ
れ

て
き

た

か
に

つ
い

て
で
あ

る
。

そ

れ
を

「
副
業
」

と

し
、
農

業

の

一
部

と
す

る
さ
き

の
見
方

が

そ

の
根

底

に
あ

る

こ
と
も
事

実

で
あ

る
が
、
従

来

の
こ

の
分

野

の
研
究
が
力

を

注

い
で
き

た
官

司
i
織
部

司
、

内
蔵
寮

、

大
舎

人
寮

等

に
属

し

た
織
手
、

中
国
大

陸

か
ら
伝

わ

っ
た
高

級
な
綾

・
錦

の

生

産
技

術
を
持

ち
、

の
ち

の
西
陣

の
源
流

と
な

っ
た
織
手

た
ち
が
、

男
性

で
あ

る
と

い
う
事

実
が
、

女
性

の
役

割

に
目
を
向

け

る
こ
と

を

　
れ
　

妨
げ

て
き

た

の
で
は
な

い
か
と
思

わ

れ

る
。

若

狭
国

に
織
手

名
、

伊
予
国

に
織
手

の
免

田
が
あ

っ
た

こ
と

か
ら
も

知

ら
れ

る
よ
う

に
、
諸
国

に
も
他

の

「
職
人
」

に
比

べ

て
か
な

り

大
き

な
織
手

の
集

団
が

活
動

し

て

い
た
。

こ

の
人

々
も
男
性

で
あ

っ
た
蓋
然
性

は
大
き

い
が
、
全

社
会

的

に
見

る
と
、

こ
う

し

た
男

性

の

「
職

人
」

身
分

の
織

手

は
、

い
わ
ぽ
百

姓
身

分

の
女
性

た
ち

に
よ

る
養

蚕

、
絹

織
物

業

の

「
大

海
」

の
中

の

「
小

さ
な
島

々
」

と
も

い
う

べ
き
位

置
づ

け

に
あ

っ
た
と
考

え
な

く

て
は
な

ら
な

い
。

こ
う

し

た
構

図

は
絹
織
物

だ

け

で
な
く
、

海
民

の
漁
携

、
製

塩
、
舟

運
、

山
民

の
果
実
採

取
、

材
木
生

産
、

薪
炭

の
生
産

、

さ
ら

に
製
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鉄

、
製

紙
、

漆
器
生

産

な
ど
、

他

の
多

く

の
非
農
業

的

生
業

に
即

し
て
も

い
い
う

る

こ
と

で
あ

り
、
列

島
社
会

に
お
け

る
産
業

の
あ

り
方

　
の

　

は
農
業

を
含

め

て
、
全
体

的

に
再
考

さ

れ

る
必
要

が
あ

ろ
う
。

も

う

ひ
と

つ
の
こ

の
分
野

の
研

究

の
推

進

を
妨
げ

て
き

た
背
景

に
は
、
百

姓

の
衣

料

は
中
世

ま

で
は
苧

.
麻

の
布

で
あ

り
、

贅
沢

品
と

も

い
う

べ
き
絹

は
基
本

的

に
百
姓

と
関

わ

り
が

な

い
と
す

る

凹常

識
」

が
あ

っ
た
と
思

わ
れ

る
。

し

か
し
前

述

し

て
き

た
よ
う
な
古

代
以

来
、

広

い
地
域

で
栽

殖
さ

れ

た
彪
大

な
本
数

の
桑
、

そ

れ

に
よ

っ
て
生

産

さ
れ

る
糸

・
綿

・
絹

の
量

は
、

調

.
庸

あ

る

い
は
年
貢

.
公
事

と
し

て
貢
納

さ
れ

る

こ
れ
ら

の
品
目

の
量

を
間
違

い
な

く
大
き

く
上

回

る
も

の
が

あ

り
、
単

に
都

の
貴
族

、
僧

侶
あ

る

い
は
地
域

の
有
力

者

、
富
豪

や
侍
だ

け

に
と
ど

ま
ら
ず

、

一
般

の
百

姓

の
衣
料

と
も

な

っ
た

こ
と
を
想
定

し

て
も
決

し

て
不

自
然

で
は
な

い
。

実
際

・

別
稿

で

ふ
れ

た
よ
う
(圏
・

十
三

世
紀

か
ら
十

四
世

紀

に
か
け

て
、

百
姓

の
財
産
目

録
、

あ

る

い
は
交

易

品

の
中

に
絹

の
小
袖

を

は
じ

め
絹

の
製

品

と
見

ら
れ

る
衣

料
を

か
な

り
広

く

見
出

す

こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

り
、

そ

の
事

実
が

こ

の
想

定

を
裏
づ

け

て

い
る
。
も

と
よ
り

百
姓

の
生
活
が

僅

か
な
衣

類

し

か
持

て
な

い
貧

し

い

一
面

の
あ

っ
た

こ
と

は
否
定

で
き

な

い
と

は

い
・兄
、
逆

に

ハ
レ
の
日

の
衣
類

を
多

少

は
所
持

し

う

る
だ

け

の
豊

か
さ

の
あ

り
え

た

こ
と
も
、

疑

い
な

い
事

実

と

い
わ
な
く

て
は
な
ら

な

い
。

さ
き

の
よ
う
な

「常

識
」

は
、
例

え
ぽ

い
わ
ゆ

る

「慶

安

の
御
触
書

」

な
ど

に

「百

姓

は
衣

類

の
儀
、

布

.
木
綿

よ
り
外

は
帯

.
衣
裏

に
も
仕

る
間

敷
事

」

な
ど

と
あ

る

こ
と

か
ら
、
次

第

に
定

着

し

て

い

っ
た

の
で
は

な

い
か
と
思

わ
れ

る
が

、

こ

の
こ
と
自
体

、
江

戸
時

代

の
百
姓

が

絹
を
用

い
て

い
た

こ
と
を
物
語

っ
て
お
り

、

さ
ら

に
こ
う

し
た
国
家

の
法
制

的

な
規
定

を
直

ち

に
事

実

と
結

び

つ
け
、

そ

の
イ

メ
ー
ジ

を
中
世

・
古

代

に
ま

で
投

影
す

る

の
は
、
決

し

て
事

実

に
即

し

た
見

方
と

は

い
、兄
な

い
、

と
私

は
考

、兄
る
。

　　
　

ま

た
そ

れ
だ
け

で
な
く
、

米

と

と
も

に
絹

や
布
が

、
古
代

以
来

、
物

品
貨
幣

の
役
割

を
果

し

て

い
た

こ
と
を
考

・兄
て
お
く
必
要
が

あ

る
。

　
ゆ
ワ

そ
れ
故

、
絹

を
生
産

す

る

こ
と

は
、
最

初

か
ら
交
易

を
前

提

と
し

て

い
た

一
面
が

あ

っ
た

の

で
あ

る
が
、
実

は
米

の
生
産

自
体
、

同
様

の

側
面

の
あ

っ
た
点

も
見
落

す

べ
き

で
は
な

か
ろ
う
。

こ
の
点

か
ら
見

て
も

、

こ
れ
ま

で

の
経
済

史

の

「
常
識

」
的

な
定
式

で
あ

っ
た

「
自

給
自

足
経
済

か
ら
交
換

経
済

へ
」

と

い
う

見
方

は
、
も

は
や
事

実

に
即

し

て
み
れ
ぽ
成

り

立
ち
難

い
と

い
わ
な

く

て
は
な
ら

な

い
。

人

の

24
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生

活

の
た
め

の
生
産

は
、

ま
ず
自

分

の
た

め
、

そ
し

て
余

っ
た
部

分

を
人

の
た

め

に
行

っ
た
と
す

る

の
は
、

人
間

の
本
質

に

つ
い
て

の
浅

薄

な
見

方

で
あ

り
、
歴

史

そ

の
も

の
が

こ

の
見
方

の
成

り
立

た
な

い
こ
と

を
証

明

し

て

い
る
と

い

っ
て
よ
か
ろ
う
。

た
だ

十
三
世

紀

に
入

り
、

絹
、

布

の
代

り

に
、
銭
貨

が
貨
幣

と

し

て
流
通
す

る
よ
う

に
な

る
と
、
状
況

は
恐
ら

く
次
第

に
変

っ
て
く

る
。

さ
き

に
ふ

れ

た
桑

代

に

つ
い
て

み
る
と
、

文
永

五

年

(
一
二
六

八
)

の
日
向
国

櫛

間

院

の
年

貢

注

文

(『
鎌
』

=
二
-
九

八
九

九

)

に

「
桑

代
十
三

貫
百

二
十

二
文

」
と
あ

り
、

文
永
九

年

十
月

日

の
紀

伊
国

隅

田
北
荘

検

田
目

録

案

(
『鎌
』

一
五

⊥

一
=
二
九
)

に

「
く

わ

し

ろ

の
せ

に
五

百
九

十

七
文

」
と
見

え

る
よ
う

に
、
代

銭
納
が

進

み
、

十
四
世
紀

以
降

に
な

る
と
銭
納
が

ふ

つ
う

に
な

っ
て

い
く
。

年

貢

と
し

て
納

め
ら

れ

た
絹
、
綿

も
同
様

で
あ

り
、
美

濃
国

茜
部

荘

で
は
東
大

寺

と
地

頭
と

の
間

で
、

直
法

等

を
め
ぐ

る
長

年

の
相
論

の
結

果
、
永

仁
五
年

(
一
二
九
七
)

の
和
与

で
代

銭
納

に
決

っ
た
が

、
大
井

荘

で
も
同
様

の
状
況
が

進
行

し

て
お

り
、

絹
、
綿

に

つ
い

て

　
お
　

は
米

以
上

に
代
銭
納

に
早

く

か
わ

っ
た

と
思

わ

れ

る
。

も

と

よ
り
十
五
世

紀

に
な

っ
て
も
、

正
長

元

年

(
一
四

二

八
)

十

二
月

日
、
周

防
国

白

石
寺
納

所

注

文
案

(『東

大
寺

文
書

之

十

五
』

六
六

三
号
)

に
桑
代

銭

と

し

て
六
百
九

十
文
が

見

ら
れ

る

よ
う

に
、

桑

に
対

す

る
賦
課

は
行

わ
れ

て
お
り
、
養

蚕
も
広

く
営

ま
れ

て

い
た

で
あ

ろ
う
が
、

絹

の
貨
幣

と

し

て

の
機
能

が
低

下

し
た
こ
と

は
、
養

蚕

の
重

要
な

動
機

の
ひ
と

つ
を
消
滅

さ

せ
た
と
考

え
ら

れ

る
。

さ
ら

に
木

綿

の
本
格

的
普

及
、
中

国
大

陸

か
ら

の
生

糸

の
流

入
な
ど

の
動

き
も
加

わ

っ
て
、

こ
れ

ま

で
も
指

摘

さ
れ

て

い
た
よ
う

に
、
十

五
世

●

　
お

　

紀

以
降
、
養

蚕

、
絹

・
綿

の
生
産

の
社

会
的
比

重
が

そ

れ
以
前

に
比

べ
て
小

さ
く

な

っ
た

こ
と

は
、

恐
ら

く
間
違

い
あ

る
ま

い
。

と

は

い

・兄
、

十

四
世
紀

以
前

の
こ

の
分
野

の
生
産

が
、

こ

こ
で
考

え

て
き

た

よ
う

に
、
従
来

の

「
常
識

」

の
評

価

よ
り

も

は
る
か

に
活

発
だ

っ
た

と
す

れ
ば
、

こ

の
時

期
以
後

、
江

戸
時
代

に

い
た

る
ま

で

の
桑

の
栽

培
、
養

蚕
、
絹

生
産

の
実

態

に

つ
い
て
も

、

こ
れ

ま

で

の
見
方

に
と

ら

わ
れ

る

こ
と
な
く
、

あ

ら

た
め

て
追
究

し

て
み
る
必
要
が

あ

ろ
う
。

　
　
　

そ

し

て
さ
ら

に
、

こ

の
分

野

に

つ
い
て

の
研

究

は
民
俗
学

、
考

古
学

等

に

つ
い
て
も
、

な

お
空
白
が

広

く
残

さ
れ

て

い
る

の
で
は
な

か

ろ
う

か
。

こ

の
方

面

の
技

術

、
民
俗

、
信
仰

等

の
研
究

の
開

拓
も

、

文
献
史
学

と
同
様

、

今
後

の
興
味

深

い
課

題
と
な

り
う

る
と
思

う
。
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す

で

に
新

た
な
研

究

は
開
始

さ
れ

て

い
る
と
思

わ
れ

る
が

、

そ

の
さ
ら
な

る
前

進

を
期
待

し
た

い
。

ま

た
、

こ

の
生
業

と
女
性

と

の
関

わ

(
35
)

(
36

)

り

は
、

恐
ら

く

ア
ジ

ア
の
諸
民
族

に
共
通

し

て
見

ら

れ

る

の
で
は
な

い
か
と
推

測

し
う

る
が

、

こ
れ
を

織
物
業

一
般

に
ま

で

ひ
ろ
げ
、

ヨ

　
れ
　

ー

ロ
ッ
パ

の
毛

織
物

の
あ

り
方

と

の
比
較

を

し

て
み
る

の
も

興
味
深

い
問

題
と

な

り
う

る

で
あ

ろ
う
。

そ

こ
で
も
女
性

は
間
違

い
な
く
織

物

に
関

わ

っ
て

い
る
と
見
ら

れ

る

の
で
、

こ
う
考

え

て
く

る
と

こ

の
問
題

は
人

類
史
的

な
視

野

か
ら
検
討

さ

れ
な
く

て
は
な

ら

な

い
と
考

え
ら

れ

る
。

も

と

よ
り

こ
れ

ら

は
す

べ

て
、
今

後

の
課
題

で
あ

り
、

本

稿

は
そ

の
解

決

の
た

め

の
小

さ
な
捨

石

に
す
ぎ
ず
、

も

し
も
時

間
が

私

に
残

さ
れ

て

い
れ
ぽ

、

さ

ら

に
人

民
生
活

の
多
様

さ
を
明

ら

か

に
す

る
た

め

の
努

力

を

つ
づ
け
、

そ

の
結

果

を
世

に
問

い

つ
づ
け

た

い
と
思

っ

(
38
)

て

い

る

。
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註(
1
)

『魏
志
』

に
は

「
禾
稲

・
紆
麻

を
植

え
、
蚕
桑
緕
績

し
、
細
絆

・
繰
縣

を
出

だ
す
」

と
あ

る
。

た
だ
、
布
目
順
郎

『倭

人

の
絹
』

小
学

館
、

一
九
九

五
年

に
よ
る
と
縄
文
晩
期
ま

で
遡
る
と
も

い
わ
れ

て

い
る
。

(
2
)

布
目
順
郎

『養
蚕

の
起
源
と
古
代

絹
』
雄
山
閣

一
九
七
九
年
な
ど
。

(
3
)

永
松
圭

子

「
律
令
制
下

の
栽
桑

」

『
ヒ
ス
ト
リ

ァ
』

一
一
八
号
、

一
九
八
入
年

は
、
十

世
紀

ま
で

の
国
家

に
よ
る
桑

・
漆

に
対
す

る
統
制

に

つ
い

て
の
綿
密

な
研
究

で
あ
り
、
中
世

に

つ
い
て
も

示
唆
す

る
と
こ
ろ
が
大

で
あ
る
。

ま
た
、
木
村
茂
光

『
日
本

古
代

・
中

世
畠
作
史

の
研
究
』
校
倉
書

房
、

一
九
九

二
年
、
第

一
部
第
二
章

第
四
節
桑

の
存
在
形
態
、
同

『
ハ
タ
ケ
と
日
本

人
』
中
公
新
書
、

一
九
九
六
年
、
第

二
章

3
栗
と
桑
な
ど

で
、

中
世

に
ま

で
及
ん

で
桑

の
あ
り
方

に
言
及
し
、

「
桑
が
畠

と

し
て
認
定

さ
れ
て

い
る
」

と
し
な
が
ら
、
そ
れ
が

大

・
中

・
小

に
区
分
さ
れ

た
本
数

で
検

注
さ
れ

て
い
た
、

と
的
確

に
指
摘

し
て
い
る
。

し
か
し
、
中
世

に
即

し
て
は
本
格

的
な
追
究

は
さ
れ
て

い
な

い
と
い
わ
ざ

る
を
え
な

い
。

(
4
)

佐

々
木
銀

弥

「中
世
衣
料

の
生
産
と
流
通
」

『講
座

・
日
本
技
術

の
社
会

史

第
三
巻

紡
織
』

日
本
評
論
社
、

一
九
八
三
年
。

(
5
)

大
山
喬
平

『
日
本
中
世
農
村
史

の
研
究
』
岩

波
書
店
、

一
九

七
八
年
、
第
二
部
眠
。



日本中世の桑 と養蚕

(
6
)

豊
田
武
著
作
集
第

一
巻

『座

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八

二
年
、
第

二
編
七
、
西
陣
機
業

の
源
流
。

(
7
)

こ
の
点

に

つ
い
て
は
注

(
3
)
永
松

の
論
稿

に
詳
細

に
論
及
さ
れ

て
い
る
。

(
8
)

日
本
思
想
大
系

3

『律
令
』
岩
波
書
店

、

一
九

七
六
年
、
九

田
令
、

16

a
、
桑
漆
、
補
注
。

(
9
)

拙
稿

「
考
古
学
と
文
献

史
学
l
l

栗

と
漆

を

め
ぐ

っ
て
」

『
帝
京
大
学

山
梨
文
化
財

研
究
所
研
究
報

告
』
第

八
集

、
特
集

「中

世

の
考
古
学

」
、

一
九
九
七
年
。

(
10
)

こ
れ

に
つ
い
て
も
注

(
3
)
永
松
論
稿

に
言
及
さ
れ

て
い
る
。

(
11
)

こ
の
見
方

の
誤
り

に

つ
い
て
は
拙
著

『
日
本
社
会
再
考
』
小
学
館
、

一
九
九

四
年
、
序
章
。

(
12
)

注

(
3
)
木
村
著
書
。

(
13
)

こ
れ
に

つ
い
て
は
注

(
3
)
永
松
論
稿

で

「
栽
桑
地

の
地
目
と
実
態
」

に

つ
い
て
、

「
桑

・
漆
を
課
殖

す

る
土
地
」
と

し
て

「
園
地
以
外

に
山
林
原

野
ー
空
閑
地

に
も
栽
植

を
認

め
る
」
亀

田
隆
之

の
説
を
支
持

し

て
い
る
が
、
平

安
末
期

に
お

い
て
も
、
園
地
ー
畠
地

だ
け

で
な
く
、

「
山
林
原
野
」

と
も

い
う

べ
き

地

に
桑
が
生
育

し
て

い
た
場
合
が

あ

っ
た

こ
と
は
明
ら

か
で
あ

る
。

(
14
)

麦
、
豆
、
粟
等

の
穀
物
を
栽
培
す

る
畠

と
、
桑

と
が

、
土
地
制
度

の
上

で
明
確

に
区
別
さ
れ

て
い
る

こ
と
は
、
本
文

で
も
ふ
れ

る
よ
う

に
、
と
く

に
注
目
し

て
お
く
必
要
が
あ

る
。

(
15
)

拙
著

『中
世
東
寺
と
東
寺
領
荘
園
』
東
京
大
学
出

版
会
、

一
九
七
八
年
、
第
11
部
第

四
章
第
三
節
、
畠
地
と
農
民
。

(
16
)

注

(
3
)
永
松
論
稿
。

(
17
)

拙
稿

「
半
島

社
会

の
特
質
を

め
ぐ

っ
て
」
地
方
史

研
究
協
議
会

『
半
島
∵

海
と
陸

の
生
活

と
文
化
』
雄

山
閣
、

一
九
九

六
年
。

(
18
)

こ
の
賦
課
原
理
が
畠

地

へ
の
賦
課
と
異

な

っ
て

い
る
点

に
注
目

し
て
お
か
な
く

て
は
な
ら
な

い
。

(
19
)

中
世

の
荘
園

・
公
領

の
年
貢
が
、
米
以
外

の
物
品
、
馬
、
鉄
、
紙
な
ど

の
場
合
も

田
地

を
基
準

に
賦
課

さ
れ

た
こ
と

に

つ
い
て
は
、
拙
著

『
日
本

中
世

の
民
衆
像
』
岩
波
新
書

、

一
九
八
〇
年
な
ど

で
言
及

し
た
。

(
20
)

永
原
慶
二

『新

・
木
綿

以
前

の
こ
と
』
中
公
新
書

、

一
九
九
〇
年
は
、
古
代

・
中
世

の
民
衆

の
衣
料
を
苧
麻

に
よ
る
布
と
見

て

い
る
が
、
麻

を
蒔

き
、
育

て
、
糸

を
績

ま
せ
、
布

に
織

る
仕
事

は
す

べ
て
女
性

で
あ

っ
た
と
指
摘

し
て

い
る
。
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(
21
)

『平
安
遺
文
』

『鎌
倉
遺

文
』
全
体

の
中

で
、

私

の
気
づ

い
た
の
は
以
下

に
あ
げ

る
四
例

し

か
な

か

っ
た
。
も

と
よ
り
見
落

し
も
多

い
と
思
う
が
、

現
在
ま

で
伝

わ

っ
て
い
る
文
書
史
料
が

い
か
に
偏

っ
た
世
界
し
か
物
語

っ
て
い
な

い
か
を
、

こ
れ

は
よ
く
物
語

っ
て

い
る
と

い
、兄
よ
う
。

(
22
)

新
日
本
古
典

文
学

大
系

61

『七
十

一
番
職
人
歌
合
』
岩

波
書
店
、

一
九
九
三
年
。

(
23
)

山
梨
県
史
資
料

叢
書

『村

明
細
帳

山
梨
郡
編
』
山
梨
県
、

一
九
九

五
年
。

(
24
)

同
右
。

(
25
)

こ
れ
ら

の
点

に

つ
い
て
は
拙
著

『
日
本
中
世

の
非
農
業
民
と
天
皇
』
岩

波
書
店
、

一
九
八
四
年

で
言
及

し
た
。

(
26
)

ル
イ

ス

・
フ
ロ
イ

ス

『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
化

と
日
本
文
化
』
岩

波
文
庫
、

一
九
九

一
年
、
第

二
章

女
性
と
そ

の
風

貌
、

風
習

に

つ
い
て
、

30
。

(
27
)

注

(
6
)
豊

田
著
書
。

(
28
)

注

(
9
)
拙
稿

で
漆

漆

器
に
即

し
て
考
え

て
み
た
が
、

こ
う

し
た
角
度

か
ら
再
考
す

べ
き
問
題

は
非
常

に
多

い
。

(
29
)

拙
稿

「
百
姓

の
着

た
絹
小
袖
」

『
日
本
農
書
全
集

47

月
報
』
農

文
協
、

一
九
九
七
年
。

(
30
)

松

延
康

隆

「
銭

と
貨
幣

の
観
念
」

『
列
島

の
文
化

史
』

6
、

日
本

エ
デ

ィ
タ
ー

ス
ク
ー

ル
出

版
部
、

一
九
八
九
年
、
拙

稿

「貨
幣

と
資

本
」

『岩

波
講
座

日
本
通
史
』
第

9
巻
中
世
3
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
四
年
。

(
31
)

勝
山
清
次

『中
世
年

貢
制
成
立
史

の
研
究
』
塙
書
房
、

一
九
九
五
年
、
第
三
部

…
…

「
荘
園

に
お
け
る
年
貢

の
収
納
」

で
、

「
絹
を
年
貢
と
す

る
荘

園

で
は
当
初

か
ら
、
百
姓

レ
ベ

ル
に
お

い
て
も
交

易

に
よ
る
絹

の
調
達
が
な
さ
れ

て
い
た
と

み
な
け
れ
ぽ

な
ら
な

い
」
と
指
摘

さ
れ
て

い
る
の
は
全

く
正
当

で
あ

り
、
絹

は
最
初

か
ら
貨
幣

と

し
て
用

い
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
生
産
さ
れ
た

一
面
が
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

(
32
)

拙
著

『
日
本
中

世
土
地
制
度
史

の
研
究
』
塙
書

房
、

一
九
九

一
年
、
第

二
部
第
三
章

第

一
節

で
、
茜
部
荘

に

つ
い
て
は
言
及
し
た
。
な

お
、
絹

布

の
代
銭
納
が

早

か

っ
た
点

に

つ
い
て
は
、
注

(30
)
松
延
論
稿
参
照
。

(
33
)

注

(
4
)
佐

々
木
論
稿

に
中
世
後

期

の
絹
織
物

業

に

つ
い
て
言

及
さ

れ
て
お
り
、
絹
織

物
特
産

地
が

形
成
さ
れ

た

こ
と
が
強
調

さ
れ
て

い
る
が
、

な
お
、
研
究

の
余
地

は
広
く
残

さ
れ
て

い
る
。

(
34
)

竹
内
晶
子

『
弥
生

の
布
を
織
る
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
九

年
が
あ

る
が
、
歴
史
考
古
学

の
分
野

で
も
、
追
究
さ
れ

て
よ

い
課
題

で
あ

ろ
う
。

(
35
)

『
日
本
農
書
全
集

35
』
農
文
協
、

一
九
八

一
年
、
所
収

の
錦
絵

「
か
ゐ

こ
や
し
な

ひ
草
」
を
見

る
と
、
桑
摘

み
を

は
じ

め
、
養
蚕

の
全
過

程
が

女
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性

に
よ

っ
て
行

わ
れ
て

い
た
こ
と
を
知
り
う
る
。

ま
た

「
蚕
飼
絹
舗
大
成

・
上
巻
」

に
も
、
梯
子

に
登

っ
て
大
木

の
桑
木

の
桑
を
摘

む
女
性
が
描

か

れ

て
い
る
。

こ
れ
ら

に
よ

っ
て
、

近
世

で
も
な
お
大
木

に
な

っ
た
桑

に
よ

っ
て
養
蚕
が
行

わ
れ

た
こ
と
を
知

り
う
る

(
こ
の
点

に

つ
い
て
は
愛
知
大

学

の
有
園
正

一
郎
氏

の
御
教
示
を
得

た
。
厚
く
御
礼
を
申

し
上
げ

る
)
。

(
36
)

中
国

や
イ

ン
ド
等

に
お

い
て
も
、
繊
維
産
業

と
女
性
と

の
関

係

は
深

い
も

の
が

あ

っ
た
。
中
国

に

つ
い
て
は
、
前
注

「養

蚕
秘
録

・
上
巻
」

に

「中
華
蚕
始

り

の
事
」
と
し

て
、

天
子

の
后

か
ら
庶
民

の
女
性

に
い
た
る
ま

で
、
養
蚕

を
し
た
と
し

て
お
り
、
中
国
風

の
絵
を

の
せ
て
い
る
。

(
37
)

ハ
ソ
ス

・
ザ

ッ
ク

ス
詩
、

ヨ
ー

ス
ト

・
ア

マ
ソ
版

『西
洋
職

人
づ
く

し
』
岩
崎
美

術
社
、

一
九
七
〇
年

の

「
織
工
」

は
女
性

で
あ

り
、
ギ

リ
シ
ャ

神
話

の
中

の
刺
繍

の
た
く
み
な
女
神

ア
ラ
ク

ニ
が
詩

の
中

で
も
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。

日
本

の

『
七
十

一
番
職
人
歌
合
』

と
比

べ
る
と
、

こ
の
職
人
づ

く

し
で
は
、

手
伝

い
の
女
性

の
姿

は
見
え

る
が
、

圧
倒
的

に
男
性
が
多

い
中

に
あ

っ
て
、
織

工
だ
け

は
女
性

で
あ

る
点

は
、

ま
こ
と

に
興
味
深

い
。

(
38
)

最
近
、
私

の
研
究

は

「
非
農
業

民
や
都
市
的
要
素

を
中
世
村
落

か
ら
峻
別

さ
せ
す
ぎ

て
お
り
、
も
と
も
と
豊

か

で
あ

っ
た
中
世
村
落

の
概
念

を
ひ

ど
く
貧

し

い
も

の
に
し
て
し
ま

っ
た
」

(大
山
喬
平

「解
説

」

清
水

三
男

『
日
本

中
世

の
村

落
』
岩

波
文
庫
、

一
九
九

六
年
)

と

い
う
批
判
を
う

け
、

ま
た
、
私

の
主
張

の
批

判

の
方
向
が
、
誤

っ
た

「
『常

識
』

に
陥

っ
て
き

た
研
究
者

や
知
識

人

に
向

い
て
お
り
」
、

「
支
配
者

に
は
十

分
向

い
て

い
な
い
」

(注

(3
)
木
村
、
中
公
新
書
)
と
き
び
し
く
批

判
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
批
判

の
当
否

は
大
方

の
判

断
を
侯

つ
ほ
か
な

い
が
、
本

稿
も

こ

う

し
た
批
判

に
対
す

る
小
さ
な
答

え

に
は
な
り
う

る
と
思

っ
て
い
る
。

(あ

み

の

・
よ
し
ひ
ご

日
本
中
世
史
)

日本中世の桑と養蚕
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